
平成 20 年度 災害時要援護者に関する全国キャラバン(広島)事例発表 
                                
出雲市における災害時要支援者の支援に向けた取り組みについて 

                             平成 20 年 11 月 19 日 
                     出雲市社会福祉協議会常務理事 渡部英二 
平成 18 年 7 月水害で 

 ・ 7 月 18 日深夜から 19 日未明にかけて、大雨洪水により神戸川流域を中心に被害。 
   死者 3 人、床上浸水 135 戸、床下浸水 65 戸、避難者 1797 人 
・ 川の上流部(市外)の集中豪雨により神戸川中流域で氾濫被害 (昭和 39 年災害では深

夜の豪雨による土石流、土砂崩れで多くの死者)。 
・ 地区における自主防災体制の強いところと弱いところとで対応力に差 
  乙立地区では床上浸水３４戸など大きな被害を受けたが、地区の自治会、土木委員

会、民生委員協議会、消防団等で構成する地区災害対策本部(自主防災組織)が市の災

害対策本部と連携しつつ現場で状況に対応、要援護者の避難誘導等を行い、一人の

ケガ人も出さなかった。 
・ 深夜であったため、避難勧告を発令し呼びかけても避難する人が少なかった。また、

農山村部では家も広く、有線放送や防災無線放送が聞こえず眠っていた人もあった。 
 

災害時要支援者の支援ネットの立ち上げ 

・ 高齢の一人暮らしで避難勧告が出たことを知らなかったケース、深夜の避難に不安を

抱いて自宅に留まるケースなど、災害時にサポートを要する人がかなりあり、組織的

なサポートを考えないと行き届かないことが明らかになった。 
・ 18 年 10 月、市と市社会福祉協議会(社協)、民生委員協議会(民協)の 3 者で取り組み

開始。一人暮らし高齢者、在宅の重度障害者など 7000 人に支援ネットのお知らせと

登録の申し込み用紙をダイレクトメールで送った。 
 

支援ネットのしくみ 

・ 災害時に避難誘導などのサポートを必要とする人に手を上げてもらい、近所の一緒に

避難してくれる人(支援者)とともに登録。 
・ その名簿(リスト)は市(防災担当、福祉、消防)、市消防団、市社協、民生委員、各地

区災害対策本部(コミュニティセンター)が共有。 
・ 災害発生の危険が高まり避難勧告が出ると、市から社協へ連絡があり、社協から各地

区の民生委員(全市で 297 人)に連絡網で知らせ、民生委員は担当区域の支援者に連絡、

支援者が要支援者宅へ行き、一緒に避難する。民生委員は要支援者の避難状況を把握

し、地区ごとにまとめ社協で集約し、社協から市の災害対策本部へ連絡する。 
 



支援ネットの現状と支援ネットを機能させるための取り組み 

・ 登録した要支援者数 現在 2362 人(1818 世帯。うち独居 889、高齢者のみ 481、重

度障害 436、その他 12 世帯) 
・ 支援者の確保が難しいケース 198 世帯へは地区消防団が対応 
・ 要支援者、支援者にいざというときの心得や行動のしかたについてチラシで周知。 
・ 梅雨期を前にした 5 月 17 日、社協と民協合同で避難勧告が出たという想定で情報伝

達訓練を行い、併せて要支援者 2337 人の自宅を全戸訪問。避難場所、支援者、避難

経路、日ごろからの備え等について周知徹底を図った。 
・ 9 月 1 日、市の防災訓練に合わせ、実施可能な地区で要支援者を避難所へ避難誘導す

る訓練を実施。 
・ 要支援者名簿の更新 死亡や新たに要支援状態になるなど、対象者名簿の変更は民生

委員の活動で把握した情報を毎月、社協で集約して名簿を更新、市と社協で共有する。

民生委員は自分で修正、地区コミセンの保有する名簿は地区民協で修正する。 

今後の課題 

・ 18 年 7 月水害では深夜の避難勧告となったために放送を知らずに寝ていた人があっ

た。そのため、市では今後、夜にかけて災害の危険性が予測される場合には夕食時間

帯に避難準備情報を出し、警戒を呼びかけることとした。また、避難勧告も早めに発

令することとした。社協では避難準備情報が出たら地区の民生委員協議会の会長(31
人)に連絡し、民生委員から支援者・要支援者に注意を呼びかけることにしている。 

・ 過去の出雲市の災害の歴史から、この支援ネットは大雨による災害を想定しており、

突発的な地震などには不十分である。ただ、災害の現場では地域での助け合いが最大

の力になるのは確かであり、その基盤づくりになると考えている。 
・ 自治会組織との連携を強化していくことが当面の重要課題の一つ。支援者の確保など、

いろいろな面でプラスになる。 
・ 社協職員や民生委員の意識を高め、さらに他の団体・組織の参加協力を得ていくこと

によって避難誘導だけでなく避難後に発生するさまざまなニーズへの対応も可能に

なる。 
参考 

・ 要支援者の手上げ方式をとっており、個人情報等の問題は生じていない。手上げは要

支援者自身に身を守る意識を持ってもらう上でも有効。 

・ 対象者の把握は市の住民基本台帳では難しく、地域にネットを持つ必要がある。出雲

市では民生委員 300 人と民協事務局を持つ社協で担うこととした。 

・ 災害時には現場に近いところで臨機応変に対応するしくみが必要。本市では各地区に

住民組織の代表で構成する地区災害対策本部が市の災害対策本部と連携して動くし

くみにしている。地区民協会長もメンバーであり要支援者の避難状況等の情報もすべ

て把握できるようになっている。 



（別添）
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